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（第２次富山市総合計画後期基本計画策定）
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○富山市総合計画審議会条例 

平成１７年７月１日 

富山市条例第３０４号 

（設置） 

第１条 本市の総合計画に関し市長の諮問に応じ必要な事項を調査審議

するため、富山市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員５０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合におい

て、第３号に掲げる委員は、公募により選出するものとする。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体の役職員 

(3) 市内に住所を有する者、市内に事務所若しくは事業所を有する者

又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 
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（部会） 

第５条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（専門委員） 

第６条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に

専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者、関係団体の役職員及び関係行政

機関の職員のうちから、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、第１項に規定する専門の事項に関する調査審議が終了

したときは、委嘱を解かれるものとする。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画管理部において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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第２次富山市総合計画後期基本計画策定方針 

１ 後期基本計画策定の趣旨 

  本市ではこれまで、平成１９年度から平成２８年度まで、また、平成２９年度から

令和８年度までを計画期間とした総合計画を２次にわたり策定してきたところであ

り、それぞれの総合計画が掲げる都市像「人・まち・自然が調和する活力都市とやま」

の実現に向けて、行財政基盤の強化と行政能力の向上を図るとともに、「公共交通を

軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を中心施策に据え、総合力の高い魅

力あるまちづくりに取り組んできた。

  平成から令和へと新しい時代を迎える中、令和２年３月には、本市が進めてきたコ

ンパクトなまちづくりの一つの到達点であり、市民１００年の夢とも言える富山駅で

の路面電車南北接続事業が完成したところである。

  一方で、人口減少と少子高齢化の急速な進行や相次ぐ大規模自然災害の発生、北陸

新幹線の開業、外国人観光客の増加、そしてＳｏｃｉｅｔｙ５．０の到来など、本市

を取り巻く環境は大きく変化してきている。さらには、新型コロナウイルス感染症の

拡大というこれまで経験したことのない大きな試練に直面し、それに伴う人々の価値

観の変化にも対応していくことが求められている。

  このため、今後も引き続き、時代の潮流に柔軟に対応し、市民が生きがいと幸せを

実感しながら質の高い生活を送ることができ、将来世代にも責任の持てる持続可能な

ネクストステージのまちづくりを目指し、後期基本計画を策定する。

２ 後期基本計画の位置付け 

  後期基本計画は、基本構想に基づき、前期基本計画の成果と課題を検証するととも

に、社会情勢の変化にも柔軟に対応しながら、本市の目指す都市像の実現に向けて、

目標年度である令和８年度までの施策の方向性を明らかにするものである。

  また、総合計画は、本市の最上位の計画に位置づけられることから、後期基本計画

の策定に当たっては、既存の部門別計画との整合に留意するとともに、不整合が生じ

る場合は、部門別計画の見直しを行うものとする。また、今後、部門別計画を策定･

改定する際には、総合計画の基本構想及び後期基本計画の内容に留意するものとする。

３ 総合計画の構成 

  計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」によって構成されている。 

（１）主要課題 

（２）基本理念                基本構想（策定済み）

（３）目指す都市像               長期的な展望に立った将来の都市像や

（４）まちづくりの目標             まちづくりの目標とその実施に向けた

（５）政策                   施策の大綱を示すもの

（６）施策 

（７）現状と課題 

（８）成果指標                基本計画（今回の作業）

（９）施策の方向                基本構想を実現するために

（10）市民に期待する役割            課題の整理を行い

（11）総合計画事業               施策の方向性と具体的な事象を示すもの

（12）活動指標     実施計画（毎年の作業）

令和２年１１月３０日開催

第１回総合計画策定会議資料
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４ 策定の視点 

後期基本計画における施策の方向や指標は、次の視点にて策定する。

（１）コンパクトシティ戦略の更なる深化 

   本市がこれまで推進してきた公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを、引

き続き、本市のまちづくりの基本方針として、中長期的な時間軸の中で、都市機能

の集積や居住の誘導に継続的に取り組んでいく必要がある。

（２）地方創生の推進 

   第２期富山市まち・ひと・しごと総合戦略に掲げる基本目標の達成に向けて、引

き続き、雇用の創出、交流人口の促進、子ども子育て支援、コンパクトなまちづく

り等に取り組み、本市における一定の人口規模の維持を図っていく必要がある。

（３）ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みの推進 

   現在策定中の第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画に掲げる将来像の実現に資す

る取り組みを推進し、コンパクトシティ戦略の自律的好循環の創出を図る必要があ

る。

（４）ウィズコロナ、アフターコロナ時代への対応 

   新型コロナウイルス感染症の拡大による人々の価値観の変容をまちづくりの好

機と捉え、従来の既成概念にとらわれない柔軟な発想により施策を推進していく必

要がある。

（５）デジタル行政の推進 

   革新的な技術を用いることによる市民サービスの向上はもとより、優先的に実施

すべき施策の下支えするためのコスト削減の手段として、デジタル技術の積極的な

活用を図っていく必要がある。

（６）組織横断的な課題の共有と対応策の検討 

   複雑化・多様化する市民ニーズに的確に対応するためには、組織の垣根を超えた

分野横断的な取り組みがこれまで以上に求められることから、必要に応じて、課題

解決のために組織を越えた連携を図る必要がある。

（その他の留意点） 

（１）本市のまちづくりの主要課題を踏まえて施策の方向性等を検討すること。

（２）市民意識調査や将来人口推計結果を考慮すること。

（３）次の各項目において、施策の方向性、指標、文言等の整合を図ること。

・ これまでの議会答弁や政策要望への回答

・ タウンミーティングでの説明内容や質疑応答

・ 分野別の各種計画

・ 富山県総合計画

（まちづくりネクストステージ研究会について） 

  各部局から推薦された若手職員が、未来の富山市の姿を見据え、自由闊達な議論を

重ねているところであり、後期計画の策定やさらにその先のネクストステージのまち

づくりに向けて、将来都市像の提案を行う予定としている。
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５ 策定体制 

第２次富山市総合計画後期基本計画策定のため、次の審議会等を置く。 

 （１）富山市総合計画審議会 

    富山市総合計画審議会条例（平成１７年富山市条例第３０４号）第１条の規定

に基づき、富山市総合計画審議会を置く。審議会の定めにより、部会を置くこと

ができる。 

 （２）富山市総合計画策定会議（庁内組織） 

    総合計画の原案等の作成を行うため、富山市総合計画策定会議を置く。 

６ 市議会の意見反映 

  基本構想の策定については、平成２３年の地方自治法の改正により市町村議会の議

決の義務付けが廃止されたが、平成３１年３月議会において、「富山市総合計画の議

決に関する条例」が制定され、基本構想や基本計画の策定等について議決すべき事件

となった。

  このことから、令和３年１２月議会に基本計画案を提案する。

７ 策定過程での市民参画 

  市民の視点を導入したまちづくりを進めるため、総合計画審議会委員に市民からの

公募委員を委嘱する。また、パブリックコメントの実施や市民説明会の開催等により、

計画の策定過程の公正の確保と透明性の向上を図る。

８ 基礎調査 

（１）将来人口推計（人口ビジョン） 

    将来における総人口、年齢区分別人口、世帯数、昼夜間人口、産業分類別人口

についての推計であり、後期基本計画の基礎資料とする（令和元年度実施済）。 

（２）市民意識調査 

    市民意識調査により、市民の生活環境や市の施策等に対する満足度及び今後の

施策要望等を把握する（令和２年７月に実施。令和３年 1月公表予定。）。 
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富山市総合計画審議会 部会の設置（案） 

１ 設 置 

  審議会の調査審議を円滑に行うため、富山市総合計画審議会条例第５条の

規定により、審議会に次のとおり分野別の部会を置き、調査審議を行う。 

部  会 主 な 検 討 分 野 

(1) 人材・暮らし部会

まちづくりの目標Ⅰ： 

すべての人が輝き 

安心して暮らせるまち 

○ 教育環境に関すること 

（学校教育の充実、生涯学習の充実 等） 

○ 健康・福祉に関すること 

（スポーツ活動、健康づくり、高齢者・障害者福祉、介護予防、保健・

医療・福祉の連携 等） 

○ 子育てに関すること 

（保育所整備、特別保育、ひとり親支援、切れ目ない子育て支援 等）

(2) 都市・環境部会 

まちづくりの目標Ⅱ： 

安心・安全で持続性の 

ある魅力的なまち 

○ 安全の確保に関すること 

（災害対策、雪対策、消防・救急、交通安全対策、防犯対策 等） 

○ 生活環境に関すること 

（消費生活、食の安全、環境衛生、上下水道整備、空き家対策 等）

○ コンパクトなまちづくりに関すること 

（中心市街地活性化、居住誘導、公共交通、歩くライフスタイル、地

域の拠点整備 等） 

○ 景観・自然の活用に関すること 

（景観、都市公園、有害鳥獣対策  等） 

○ 中山間地域の振興に関すること 

（中山間地域農業の活性化、里山保全、森林公園 等） 

○ 環境に関すること 

（循環型まちづくり、資源・エネルギー有効活用 等） 

(3) 活力・交流部会 

まちづくりの目標Ⅲ： 

人が集い活気にあふれ 

希望に満ちたまち 

○ 産業振興に関すること 

（商工業振興、新産業創出、企業誘致、農林水産業振興 等） 

○ 労働・雇用に関すること 

（雇用機会の創出、勤労者福祉、人材育成 等） 

○ 観光・交流に関すること 

（観光振興、富山ブランド、コンベンション誘致、国際交流 等） 

○ 芸術・文化に関すること 

（文化遺産、ガラスの街づくり、芸術文化 等） 
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２ 検討の視点 

  検討に当たって、次の事項に留意することとする。 

(1) 時代の潮流と市民ニーズの的確な把握 

   人口減少、地方創生、情報通信技術の進展、新型コロナウイルス感染症

の流行、SDGs などの時代の潮流を的確に把握しているか。 

(2) 富山市の特性・魅力と課題の整理 

   広大な市域を有する本市の多様な特性・魅力を把握し、持続可能なまち

づくりを推進するため克服すべき課題が整理されているか。 

(3) 市民参画の充実 

   市民・地域・企業などと行政が協働して住みよい社会を築くため、市民

参画の工夫がなされているか。 

(4) 施策の重要性・優先度の検討 

厳しい財政運営が見込まれる中、効率的に事業を展開するため、施策の重

要性・優先度の検討がなされているか。 

(4) 協働・連携部会 

まちづくりの目標Ⅳ： 

共生社会を実現し誇りを

大切にする協働のまち 

○ 市民協働に関すること 

（市民主体のまちづくり、コミュニティ強化 等） 

○ シティプロモーションに関すること 

（選ばれるまちづくり、シビックプライドの醸成 等） 

○ 行財政運営に関すること 

（公共施設マネジメント、健全財政、官民連携、広域連携行政 等）

(5) 調整部会 各部会を横断し総合的に検討すべき事項を調整する。 
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(1) 人材・暮らし部会

氏名 所属する団体等 役職名

石動　瑞代 学校法人富山国際学園　富山短期大学　幼児教育学科 教授

塩井　保彦 公益財団法人富山市体育協会 会長

髙城　繁 社会福祉法人富山市社会福祉協議会 会長

長澤　邦男 大沢野地域自治振興連絡協議会 会長

中村　茂信 富山市公民館連絡協議会 会長

能作　靖雄 公募委員

舟坂　雅春 公益社団法人富山市医師会 会長

渡邊　ゆり子 富山市保健推進員連絡協議会 会長

(2) 都市・環境部会

氏名 所属する団体等 役職名

足谷　吉彦 婦負森林組合 代表理事組合長

梅本　由紀子 富山西交通安全協会　安全運転管理者部会 会長

尾畑　納子 富山国際大学 名誉教授

久保田　善明 富山大学　都市デザイン学部　都市・交通デザイン学科 教授

小森　基弘 公募委員

佐伯　邦夫 NPO法人 富山県防災士会 理事長

清水　一夫 富山医療圏メディカルコントロール協議会 会長

山森　潔 大山地域自治振興会連合会 会長

富山市総合計画審議会委員名簿（案）
（第２次富山市総合計画後期基本計画策定）
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(3) 活力・交流部会

氏名 所属する団体等 役職名

石田　康博 日本労働組合総連合会富山県連合会富山地域協議会 議長

四宮　敏雄 公募委員

髙木　繁雄 富山商工会議所 会頭

中井　義則 八尾地域自治振興連合会 会長

長尾　治明 富山国際大学 名誉教授

星川　圭介 富山県立大学　工学部　環境・社会基盤工学科 教授

道井　秀樹 とやま市漁業協同組合 代表理事組合長

麦野　英順 富山経済同友会 代表幹事

森田　由樹子 株式会社エコロの森 代表取締役

(4) 協働・連携部会

氏名 所属する団体等 役職名

今井　壽子 NPO法人花街道薬膳のまちを夢みる会 理事長

北岡　勝 富山市自治振興連絡協議会 会長

佐藤　鉄朗 公募委員

中村　和之 富山大学 副学長

松浦　憲秀 公益社団法人富山青年会議所 理事長

村上　宏康 とやま未来共創チーム 会長

山本　覚 株式会社日本政策投資銀行富山事務所 所長

綿谷　雅代 富山商工会議所女性会 会長

(5) 調整部会

氏名 所属する団体等 役職名

髙木　繁雄 富山商工会議所 会頭

北岡　勝 富山市自治振興連絡協議会 会長

石動　瑞代 学校法人富山国際学園　富山短期大学　幼児教育学科 教授

久保田　善明 富山大学　都市デザイン学部　都市・交通デザイン学科 教授

長尾　治明 富山国際大学 名誉教授

中村　和之 富山大学 副学長
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11

満足+ほぼ満足 普通 不満+やや不満 わからない 無回答
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第２次富山市総合計画後期基本計画（令和４～８年度）にかかる 

富山市総合計画審議会の開催スケジュール（案） 

・令和３年８月５日 

第１回総合計画審議会全体会及び４部会の開催 

   部会 

人材・くらし部会 

都市・環境部会 

活力・交流部会 

協働・連携部会 

・９月下旬～１０月中旬 

第２回部会の開催 

・１１月上旬 

第２回総合計画審議会全体会の開催 

・１１月中旬 

答申
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